
厚生労働省 神奈川労働局

離職されたみなさまへ

ＬＬ２９０４０１保０１―神奈０１　【２９.４】

※受給手続きには個人番号確認書類（マイナンバーカード等）が必要です。

｢求職者給付｣ があります。

６５歳以上の方であって特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の方

（求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給
可能な場合があります。）

　　　　　　　　　　　　（※週あたりの労働時間
が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必
要となりますが、その他失業している日については基
本手当の支給を受けることが可能な場合があります。）
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①　個人番号確認書類（いずれか１種類）
通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項
証明書）

②　身元（実在）確認書類（（１）のうちいずれか１種類。（１）の書
類をお持ちでない方は、（２）のうち異なる２種類（コピー不
可））

（１）　運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明
書・資格証明書（写真付き）など　

（２）　公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。
①　個人番号確認書類（いずれか１種類）

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記
載のある住民票（住民票記載事項証明書）

②　身元（実在）確認書類（（１）のうちいずれか１種
類。（１）の書類をお持ちでない方は、（２）のうち
異なる２種類（コピー不可））

（１）　運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカ
ード、官公署が発行した身分証明書・資格証
明書（写真付き）など　

（２）　公的医療保険の被保険者証、年金手帳など

　　　　　　　　　 。１枚は離職票－２の下部に
ある写真貼付欄に貼付してください）

による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ただし、個人番号欄はハローワー
クに来所してから、窓口でご本人様が記載してください。下記３の書類を必ず持参してください。

下

８

　なお、主として都道府県内の別のハローワークで求職活動を行う方は、ご相談ください。

賃金日額

マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。

神奈川県横浜市中区尾上町〇-〇-〇



※　有期契約を反復更新している方（契約期間が計３年未満）で契約期間が短期間となるなど労働条件の低下があり、さらに
本人が契約更新を希望したにもかかわらず不更新条項がついた場合等は、特定理由離職者に該当する場合があります。



住所を管轄するハローワーク（受給資格決定後は、当該受給資格決定を行ったハローワーク）

受給期間延長申請書、離職票－２、（「離職票－1」は不要です。）、本人の印鑑（来所時のみ）

離職の日（働くことができなくなった日）の翌日から
30日過ぎてから早期に申請いただくことが原則ですが、
延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能

申請可能な期間であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受
給できない可能性がありますので、ご注意ください。

※

申 請 期 間

　離職の日（働くことができなくなった日）の翌日から30日
過ぎてから早期に申請いただくことが原則ですが、延長後
の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能です。





　一定の要件を満たす６０歳以上６５歳未満（※）の雇用保険の被保険者に、高年齢雇用継続給付が支給
されます。　※船員については生年月日によって５５歳以上６０歳未満となることがあります。
　高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の２種類があります。

　高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当等（再就職手当等の基本手当を支給したとみなさ
れる給付を含む）の支給を受けずに再就職した方が対象となる給付金です。６０歳到達後の各月の賃金が
６０歳到達時の賃金に比べて７５％未満である場合に支給されます（支給額は各月に支払われた賃金の
１５％を限度として、賃金の低下率に応じて支払われます）。

　高年齢再就職給付金は、離職後に基本手当を受給している６０歳以上６５歳未満の方が、支給日数を１０
０日以上残した状態で再就職（１年を超える雇用見込み）し、再就職後の各月の賃金が賃金日額の３０日
分と比べて７５％未満である場合に、支給されます（支給額は各月に支払われた賃金の１５％を限度とし
て、賃金の低下率に応じて支払われます）。ただし、再就職手当（上記⑭）と同時に受けることはできません。

上記の手当以外にも「常用就職支度手当」があります。支給要件などの詳細につい
ては、ハローワークにお問い合わせください。

　更に、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に６か月以上雇用され、かつ再就
職先で６か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける前の賃金に比べて低下している場合、
就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

　ハローワークの紹介により遠隔地で就職する場合などに支給される「移転費」、ハローワークの
紹介により遠方の事業所で面接等をする場合に支給される「広域求職活動費」、ハローワークの職
業指導により再就職のために1ヶ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に支払った経費の
一部が支給される「短期訓練受講費」、求人者との面接等の為、子の保育等サービスを利用した場
合に利用費の一部を支給する「求職活動関係役務利用費」などの手当があります。詳細はハローワ
ークにお尋ねください。

どちら

⑮　その他の手当
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ポイント⑤

ロウト ゛ウ　ハナコ

○○

×××@△△△.ne.jp

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

０４５

営業（旅行関係）

営業事務

神奈川県内

日商簿記２級

（株）△△スタッフ

派遣

契約期間満了

一般事務 平成２8 ３１２
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１
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５６○ ○××

１０労 働 　 花 子

神奈川県横浜市○○区○○1-1-1
 △△アパート

201号室

・顧客に直接かかわれる仕事を希望

・営業未経験なので研修等指導が充実
している会社だとより良いです。

ショッピングセンターの派遣社員としてテナント管理に関する
事務、営業アシスタントを担当
契約書作成、入店証管理、プレゼンテーション資料作成　他

営業事務 平成２４

平成２５ １

１８

平成２8 １２

６１２
アパレルメーカーの派遣社員として営業事務を担当
営業アシスタント見積書請求書作成、経費清算
問い合わせ対応、店内POP作成　他

　求職申込書は、これからの求職活動にあたっての必要な情報を、ハローワ
ークに登録していただくためのものです。
　求職申込書を作成して、自己のキャリアを振り返り、一つずつ整理してい
くことは、応募先を選ぶ際に役に立ち、早期再就職への一歩となります。

◆求職申込書は、①～⑪の
　ポイント順にキャリアを整理
して書くとよいでしょう。
◆ポイントを参考に必ず鉛筆
でご記入ください。

ポイント①
「ハローワークからの連絡」
ハローワークから求人情報をお知らせしたり、セミナーや就職面接会などをご案内する場合があります。
ハローワークからの連絡を希望する場合は「可」に印をつけ、希望する連絡方法をできるだけ多く選んでく
ださい。なお、E メールのお知らせは PDF ファイルを添付することもありますので、パソコンのメールア
ドレスの記入をお勧めします。
FAX をご希望の方で、FAX 番号と電話番号が異なる方は窓口にて職員にお伝えください。（裏面の職員記
入欄に記載して登録します。）

ポイント②
「公開希望」
登録した内容（氏名・住所・連絡先等
個人が特定できる情報を除く）を求人
企業に公開することができます。
公開を希望する方は「2」、希望しな
い方は「1」と記入してください。

ポイント④
「希望勤務時間」
24 時間表記で記入してください。
勤務時間はできるだけ幅広く記入した方が求人の選択の幅が広がります。
24 時間交代勤務可能な方は「時間不問」にチェックしてください。

ポイント⑥
「条件・その他の希望」
就職するうえで考慮してもらいたい事項、就職先に望むこと、その他就職に関する希望があ
れば何でも記入してください。

（記入例）
・時間外手当を含めて、手取り月20万円以上を希望
・19 時位までなら残業可　・残業不可
・手取り月15万円以上であればパート求人も可
・月 1 回程度であれば土曜日出勤可

※以下パートの場合の記入例
　・手取りで月 5 万円以上になる仕事を希望　・社会保険加入できる仕事を希望
　・2 つのパートかけもち可

・土日休みを最も重視
・駅から歩ける範囲（5 分くらい）であればなお可
・マイカー通勤できるところを希望
  （自宅最寄りに公共交通機関なし）

ポイント③
「希望する仕事」
希望職種はできるだ
け詳しく記入してく
ださい。
希望する業界があれ
ば、それもあわせて記
入してください。

「希望就業形態」
「正社員」～
「派遣」～

「請負」～

正社員の希望がある方は「希望あり」に印をつけてください。
派遣労働者として働くことを希望しない方は「否」、それ以外の方
は「可」に印をつけてください。
実際に雇用される会社ではなく、仕事を発注した会社の現場で働く
ことになる請負事業所からの求人を希望しない方は「否」、それ以外
の方は「可」に印をつけてください。

ポイント⑦
「希望収入」
税金や社会保険料等が引かれる前の金額を記入してください。前職の給与明
細を参考にしてもよいでしょう。
※ハローワークの求人情報を検索する際に表示される賃金は、実際の手取り
　額ではありません。
　・所得税や社会保険料等を引く前の金額です。
　・歩合給や時間外手当（残業代）は入っていません。
　・扶養手当や住宅手当等、条件に該当する場合に限り支給される手当は別
　　の欄に記載され、検索対象にはなっていません。

ポイント⑧
「希望収入」※パート希望の方
パート希望の方は、希望賃金を時間額で記入してください。月額の希望がある
場合は、隣の「条件・その他の希望」欄に希望額を記入してください。

ポイント⑨
「学歴・訓練等受講歴」
専修学校・専門学校を修了・卒業した方は「専修・専門」に印をつけてください。

「高専」の欄は 5 年制の高等専門学校のことですので間違えないようご注意く
ださい。
その他、職業訓練を受けた方、各種学校で学んだ方もそれぞれ印をつけて、
科目名や内容を記入してください。

ポイント⑪
「直近の勤務先」
最終の勤務先（在職中の方は現在の勤務先）の内容を記入してください。
短期アルバイトや複数の仕事をかけもちしていた（している）方については、
窓口で記入方法をご相談ください。

ポイント⑩
「経験した主な仕事」
最近のものから順番に記入してください。
上段の仕事の勤務先を右隣の「直近の勤務先」に記入します。
過去の仕事の経験は、次にどんな仕事ができるか・就けるかを考えるうえで
の基本となる最も重要な情報です。
求人の選択の幅を広げるためにも「どんな仕事を経験したか」、「何ができる
か」、「どんな立場（役職）だったか」など、できるだけ詳しく記入してください。

※性別欄については、本人の希望により無記入でも登録できます。その際は、ハローワークの職員にお申し出ください。
※ここで記載した内容を本人の承諾なく求人企業等に伝えることはありません。安心してご記入ください。

①

①

③

⑤

⑥

④

②

⑦

⑨

⑩ ⑪

⑧

ハローワークの職員と相談しながら、また、実際の求人状況など
をよく見ながら、より就職に近づくように希望条件を決めまし
ょう。得意なこと、苦手なこと、不安なこと、こだわるところ、譲
れるところなど、わからないことは遠慮なくご相談ください。
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ご来所の際は、公共交通機関をご利用いただくようお願いいたします。

ハローワーク
(公共職業安定所) 所在地　(郵便番号) 電話番号 管　轄　区　域

横　浜
〒231-0023　
横浜市中区山下町209
帝蚕関内ビル

045(663)8609 横浜市神奈川区、旭区、西区、中区、磯子区、南区、
港南区、保土ヶ谷区

戸　塚 〒244-8560　
横浜市戸塚区戸塚町3722 045(864)8609 横浜市戸塚区、泉区、栄区、瀬谷区

港　北
〒222-0033　
横浜市港北区新横浜3-24-6　
横浜港北地方合同庁舎

045(474)1221 横浜市港北区、緑区、都筑区、青葉区

横浜南 〒236-8609　
横浜市金沢区寺前1-9-6 045(788)8609

横浜市金沢区、逗子市、三浦郡、
横須賀市のうち船越町、港が丘、田浦港町、田浦泉町、
田浦大作町、田浦町、長浦町、箱崎町、鷹取町、
湘南鷹取、追浜本町、追浜東町、追浜南町、追浜町、
夏島町、浦郷町、浜見台

川　崎 〒210-0015　
川崎市川崎区南町17-2 044(244)8609 川崎市川崎区、幸区、横浜市鶴見区

川崎北
〒213-0011　
川崎市高津区久本3-5-7
新溝ノ口ビル4F

044(777)8609 川崎市中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区

横須賀 〒238-0013　
横須賀市平成町2-14-19 046(824)8609 横須賀市（ハローワーク横浜南の管轄を除く区域）、

三浦市

藤　沢
〒251-0054　
藤沢市朝日町5-12　
藤沢労働総合庁舎

0466(23)8609 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡

平　塚
〒254-0041　
平塚市浅間町10-22
平塚地方合同庁舎

0463(24)8609 平塚市、伊勢原市、中郡

相模原
〒252-0236　
相模原市中央区富士見6-10-10　
相模原地方合同庁舎

042(776)8609 相模原市

厚　木 〒243-0003　
厚木市寿町3-7-10 046(296)8609 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡

大　和 〒242-0018　
大和市深見西3-3-21 046(260)8609 綾瀬市、大和市

小田原 〒250-0012　
小田原市本町1-2-17 0465(23)8609 小田原市、足柄下郡

松　田 〒258-0003　
足柄上郡松田町松田惣領2037 0465(82)8609 秦野市、南足柄市、足柄上郡

地方運輸支局等　※船員であった方で、離職後引き続き船員での就職を希望される方
地方運輸支局 所在地　(郵便番号) 電話番号 管　轄　区　域

関東運輸局
海事振興部
船員労政課

〒231-8433　
横浜市中区北仲通5-57　
横浜第２合同庁舎16階

045(211)7231 神奈川県全域


